
追
悼
・
日
高
六
郎

二
㊦

蘇
東
坂
　
（
「
潮
州
韓
文
公
廟
碑
」
）

そ
の
逝
く
や
為
す
所
有
り

旦
晶
六
郎
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
一
九
一
七
年
生
。
E
・
ホ
ブ
ズ

ポ
ー
ム
　
ー
　
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
生

を
享
け
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ベ
ル
リ
ン
に
て
少
年
期
を
送
り
、
後
イ
ギ
リ
ス

に
渡
り
、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
歴
史
家
の
一
人
と
な
っ
た
　
ー
　
と
同

年
で
あ
る
。

．為さ

ま
た
旦
晶
さ
ん
は
中
国
に
お
け
る
帝
国
日
本
の
植
民
都
市
青
島
に
生

ま
れ
育
ち
、
一
〇
代
後
半
に
旧
制
一
高
、
続
い
て
東
京
帝
国
大
学
に
進

学
す
る
た
め
に
、
帝
国
の
首
都
東
京
に
移
動
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
の
地
中
海
支
配
の
要
ア
ル
ジ
ェ
に
一
九
一
八
年
に

生
ま
れ
、
パ
リ
高
等
師
範
学
校
（
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
ー
‖
ボ
ン
テ
ィ
、
レ
ウ

ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
な
ど
も
卒
業
生
）
に
進

学
す
る
た
め
に
パ
リ
へ
と
北
上
し
た
L
・
ア
ル
テ
ユ
セ
ー
ル
の
軌
跡
と

も
比
較
し
得
る
と
も
言
え
る
。
両
者
と
も
植
民
地
宗
主
国
側
の
「
植
民

者
　
8
一
〇
つ
」
と
し
て
生
ま
れ
、
海
を
渡
っ
て
帝
国
の
首
都
に
上
り
、

－
　
程
度
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
差
は
あ
れ
　
ー
　
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
強

い
影
響
を
背
景
と
し
て
、
「
体
制
」
に
対
し
て
批
判
的
な
思
想
家
・
知

識
人
と
し
て
の
生
涯
を
送
っ
た
。

日
高
六
郎
、
E
・
ホ
ブ
ズ
ホ
ー
ム
、
L
・
ア
ル
チ
エ
セ
ー
ル
の
三
者

と
も
、
当
時
の
「
正
統
的
」
な
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
距
離
を
と
り
な
が

ら
も
、
世
界
戦
争
と
革
命
に
揺
り
動
か
さ
れ
た
二
〇
世
紀
に
向
き
合
っ

た
思
想
家
・
歴
史
家
・
知
識
人
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
理
論
・



229一束アジアの思想家としての日高六郎

ー
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t
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少
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－
＝
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L
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．
　
ノ
イ
ー
　
　
「
ノ
0
、
一
7
4

遭
嬉
遡
調
射
精
嶺
潰
す
適
温
瀧
田
回
国

［
－
。
、
フ
仁
王
一
貫
う
ー
に
r
B
ノ
0
－
年
一
書
イ
占
月
I
L
ナ
l
く

E
一
庁
」
ノ
園
を
個
‥
¢
一
組
葺
篠
茎
憤
、
王
、
主
義
」
の
畦
母
恋
家
た
ち
と
比
較
し
た
場

合
の
特
異
性
は
、
日
本
国
憲
法
「
第
一
〇
条
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
、
い
わ
ゆ
る
「
国
籍
条
項
」
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
と

そ
の
条
項
が
も
た
ら
し
た
巨
大
な
負
の
遺
産
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
草
案
要
綱
」
で
は
、
九
条
の
戦

争
放
棄
に
続
い
て
十
第
三
軍
　
第
十
　
国
民
は
す
べ
て
の
基
本
的
人
権

の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
」
と
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
国
籍
条
項
」
は

原
案
の
段
階
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
四
六
年
六
月
か
ら
の
衆
議
院
で
の
「
草
案
要
綱
」
の
審
議
に
お

い
て
、
自
民
党
、
進
歩
党
が
「
第
一
〇
条
　
日
本
国
民
の
要
件
」
の
追

加
を
要
求
し
、
社
会
党
も
そ
れ
を
呑
ん
だ
。
こ
の
「
国
籍
条
項
」
と
一

九
五
〇
年
の
「
国
籍
法
」
の
結
合
は
、
日
本
在
住
外
国
人
、
と
り
わ
け

戦
後
「
一
括
除
籍
」
さ
れ
た
旧
植
民
地
出
身
者
で
あ
る
朝
鮮
系
、
台
湾

系
の
人
々
の
権
利
　
－
　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
「
戦
死
」
あ

る
い
は
「
傷
病
」
に
対
す
る
補
償
の
権
利
を
含
む
－
～
－
を
剥
奪
す
る
法

的
根
拠
を
提
供
し
続
け
た
。

G
H
Q
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
日
本
政
府
と
官
僚
は
注
意
深
く
、
慎

重
に
こ
の
過
程
を
準
備
し
た
。

一
九
四
六
年
二
月
、
新
憲
法
の
G
H
Q
原
案
は
日
本
政
府
に
伝
え
ら

れ
る
が
、
日
米
間
で
の
協
議
及
び
帝
国
議
会
で
の
修
正
の
余
地
は
残
さ

れ
た
。
日
本
側
の
修
正
希
望
は
「
第
三
章
　
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」

に
集
中
し
た
。
旦
晶
は
G
H
Q
原
案
の
第
一
三
条
に
注
目
す
る
。

第
一
三
条
　
す
べ
て
の
自
然
人
は
、
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
。
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
カ
ー
ス
ト
ま
た
は
出
身
国
に
よ
り
、

政
治
的
関
係
、
経
済
的
関
係
、
ま
た
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
差
別

が
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
受
権
ま
た
は
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
第
一
六
条
に
は
「
外
国
人
は
、
法
の
平
等
の
保
護
を
受
け
る
」

と
あ
っ
た
。
日
米
間
は
、
三
月
四
日
か
ら
協
議
を
開
始
、
四
日
午
前
か

ら
五
日
全
日
、
そ
し
て
徹
夜
で
六
日
朝
ま
で
交
渉
は
続
い
た
。
四
日
午

後
か
ら
の
す
べ
て
の
交
渉
は
当
時
の
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
が
担
当
し

た
。
そ
の
結
果
、
日
本
側
は
一
六
条
全
文
削
除
と
二
二
条
の
重
要
な
修

正
を
認
め
さ
せ
た
。
「
す
べ
て
の
自
然
人
　
皇
室
u
－
a
－
p
e
r
s
g
S
L
　
は

「
凡
そ
人
は
」
と
修
正
、
さ
ら
に
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
改
正
案
で
は
、

「
日
本
国
民
」
に
再
修
正
さ
れ
た
。
ま
た
「
カ
ー
ス
ト
及
び
出
身
国
」

は
「
門
地
」
に
修
正
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
憲
法
原
案
の
周
到
か
つ
絞
猪
な
修
正
と
「
国
籍
法
」
の
結

合
に
よ
っ
て
朝
鮮
系
・
台
湾
系
の
人
々
、
そ
し
て
日
本
に
住
む
す
べ
て

の
外
国
人
は
戦
後
長
く
「
法
」
に
基
づ
く
排
除
・
差
別
に
苦
し
む
こ
と

に
な
っ
た
。
旦
品
六
郎
の
最
後
の
単
著
『
私
の
憲
法
体
験
』
に
お
い
て

は
、
大
略
以
上
の
よ
う
な
憲
法
制
定
過
程
と
そ
れ
が
生
み
出
し
た
「
法

的
」
排
除
・
差
別
の
構
造
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

無
論
、
旦
同
が
現
在
の
政
権
あ
る
い
は
与
党
の
「
改
憲
」
案
な
い
し

方
向
に
全
面
的
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
一
亭
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ

し
、
右
記
の
よ
う
な
修
正
過
程
と
そ
の
結
果
に
目
を
つ
ぶ
っ
た
ま
ま
、

「
前
文
」
に
あ
る
「
普
遍
の
原
理
」
や
「
国
際
的
社
会
に
お
け
る
名
誉
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あ
る
地
位
」
が
日
本
国
憲
法
に
約
束
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
な
か
っ
た
。

仮
に
も
し
、
「
名
誉
」
な
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
時
々
の
多
数
派
に
支
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
関
わ
り
な
く
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
排
除
・
差
別
す
る
構
造
を
～
－
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ

れ
ー
－
変
革
し
よ
う
と
す
る
気
概
と
試
み
と
結
び
つ
い
た
時
に
の
み
、

憲
法
の
「
名
誉
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

冒
頭
に
、
旦
里
ハ
邸
に
つ
い
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
理
論
・
方

法
」
に
は
強
い
関
心
を
も
ち
な
が
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
ク
ス
主

義
」
と
は
距
離
を
と
り
続
け
た
と
書
い
た
。
本
人
の
短
い
言
葉
を
援
用

す
れ
ば
、
「
マ
ル
ク
ス
を
尊
敬
す
る
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
と
い
う
表

現
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
五
年
の
『
戦
争
の
な
か
で
考
え
た
こ
と
』
で
は
、
一
九
三
七

l
二
八
年
に
吹
き
荒
れ
た
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
大
粛
清
、
と
り
わ
け
日

高
自
身
が
当
時
注
目
し
て
い
た
理
論
家
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
処
刑
さ
れ
た
報

に
接
し
、
ソ
連
の
体
制
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ハ
ー
リ
ン
、
カ
ー
メ
ネ
フ
、
ジ
ノ
ウ
イ
エ
フ
、
ル
イ
コ
フ
を
含
め

た
一
九
一
七
年
革
命
に
参
加
し
た
多
く
の
古
参
党
員
、
ソ
連
赤
軍
元

帥
・
「
赤
い
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
ト
ハ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
軍

将
校
の
大
量
粛
清
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
西
端
に
お
い
て
も
左
派
空
間
に
大

き
な
動
揺
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
四
七
年
に
上
梓
さ
れ
た
M
・
メ
ル
ロ

ー
＝
ボ
ン
テ
ィ
の
　
『
ヒ

ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル
』
は
非
共
産
主
義
左

頚
－
頴
淵
鍋
掴
欄
絹
鍋
凋
鶏
口
溝
田
潤
一
鷲
四
億
0
〇
〇
〇
i
復
調
○
○

派
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
対
す
る
困
惑
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

戦
後
日
本
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
と
運
動

に
対
し
て
「
左
派
」
の
立
場
か
ら
最
初
に
包
括
的
な
疑
問
を
呈
し
た
の

は
、
『
近
代
文
学
』
に
結
集
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
『
近
代
文
学
』
が

提
出
し
た
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
荒
正
人
・
平
野
謙
が
前
景
化
し
た

「
政
治
と
文
学
」
論
争
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
が
、
続
く
埴
谷
壁
晶

の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
批
判
、
あ
る
い
は
『
死
霊
』
と
合
わ
せ
て
、
存
在

論
、
人
間
学
、
政
治
理
論
を
横
断
す
る
、
共
産
主
義
と
は
異
な
る
社
会

主
義
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
試
み
で
あ
っ
た
と
看
傲
す
べ
き
で
あ
る
。

旦
里
ハ
邸
は
社
会
科
学
者
と
し
て
ほ
と
ん
ど
た
だ
一
人
『
近
代
文

学
』
同
人
と
な
っ
て
い
る
。
「
二
〇
世
紀
論
」
（
一
九
四
八
）
、
「
人
間
と

か
れ
の
自
由
に
つ
い
て
」
（
一
九
四
九
）
、
「
一
八
世
紀
と
現
代
」
二
九
四

九
）
な
ど
は
『
近
代
文
学
』
に
寄
稿
さ
れ
た
評
論
で
あ
る
。
ま
た
一
九

五
六
年
に
岩
波
講
座
『
現
代
思
想
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
二
つ
の
大

戦
の
間
」
、
あ
る
い
は
一
九
五
九
年
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
へ
の
二
、

三
の
提
案
」
（
『
現
代
の
理
論
』
創
刊
号
）
な
ど
も
、
基
本
的
に
「
近
代
文

学
」
の
提
起
し
た
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

共
産
主
義
と
は
異
な
る
社
会
主
義
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
？
「
戦
後
思
想
の
出
発
」
に
お
い
て
、
旦
里
ハ
邸
は
「
個
人
の
思

想
の
自
律
を
中
心
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
新
し
い
協
同
と
連

帯
を
つ
く
り
だ
す
道
筋
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
六
七
年
の
『
展
望
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
現
実
・
思
想
・
思
想
者
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
基
本

的
人
権
と
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
思
想
」
と
よ
り
直
裁
に
定
義
し
、


